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賈
小
葉
著
『
戊
戌
時
期
学
術
政
治
紛
争
研
究

－

以
「
康
党
」
為
視
角

－

』
八
百
谷　

晃　

義

本
書
の
著
者
賈
小
葉
氏
（
以
下
、
著
者
）
は
中
国
社
会
科
学
院
近
代

史
研
究
所
の
所
属
で
、
本
書
以
外
に
も
す
で
に
『
晩
清
大
変
局
中
督
撫

的
歴
史
角
色

－

以
中
東
部
若
干
督
撫
為
中
心
的
研
究

－

』（
上
海
書
店

出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）
と
い
う
単
著
が
あ
る
。
著
者
は
近
年
、
後
述

す
る
よ
う
な
新
し
い
視
角
か
ら
戊
戌
変
法
に
関
す
る
論
考
を
多
数
発
表

し
て
お
り
、
本
書
は
そ
の
現
時
点
に
お
け
る
集
大
成
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
ま
ず
は
目
次
を
日
本
語
に
訳
し
て
示
し
、
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し

て
お
こ
う
。

　
　
　

緒
論

第
一
章
「
康
学
」「
康
教
」：「
康
党
」
の
政
治
思
想
と
宗
教
観
念

第
二
章
「
康
学
」
が
引
き
起
こ
し
た
様
々
な
社
会
的
反
響

第
三
章 

「
吾
が
党
」
か
ら
「
康
党
」
へ
：
康
門
師
徒
、
変
法
派
官
紳

関
係
の
離
合

－

『
時
務
報
』
を
中
心
に

－

第
四
章
「
康
党
」
と
湖
南
の
変
法
運
動

第
五
章
「
康
党
」
と
百
日
維
新

第
六
章
「
康
党
」
と
戊
戌
己
亥
政
局
の
展
開
（
上
）

第
七
章
「
康
党
」
と
戊
戌
己
亥
政
局
の
展
開
（
下
）

　
　
　

結
語

著
者
は
緒
論
に
お
い
て
、
か
つ
て
の
戊
戌
変
法
史
研
究
で
主
た
る
史

料
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
康
有
為
『
我
史
（
康
南
海
自
編
年
譜
）』、

梁
啓
超
『
戊
戌
政
変
記
』
と
い
っ
た
著
作
は
、
康
梁
の
政
治
的
立
場
を

強
く
代
表
す
る
叙
述
の
枠
組
み
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ

の
枠
組
み
に
お
い
て
は
、
康
有
為
が
変
法
派
の
主
要
な
リ
ー
ダ
ー
と
さ

れ
、
ま
た
康
有
為
の
思
想
が
変
法
の
根
拠
と
さ
れ
る
。
ま
た
変
法
運
動

名
古
屋
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学
東
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研
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報
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の
失
敗
の
原
因
を
頑
迷
な
守
旧
派
の
反
対
に
求
め
、
当
時
の
各
種
の
論

争
、
闘
争
を
全
て
新
旧
の
争
い
と
見
な
す
。
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
の
も

と
で
は
、
康
梁
は
新
派
の
代
表
で
あ
り
、
彼
ら
に
反
対
す
る
も
の
は
ひ

と
し
く
守
旧
派
の
列
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
周
知
の
よ
う
に
康

梁
に
よ
っ
て
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
の
よ
う
な
「
神
話
」
は
、
近
年
の

研
究
に
よ
っ
て
大
幅
な
再
検
討
が
進
め
ら
れ
、
同
時
に
守
旧
派
の
主
張

を
分
析
す
る
研
究
も
増
加
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
研
究
動
向
を
背
景
と

し
、
著
者
は
こ
れ
ま
で
の
「
新
旧
」
の
二
項
対
立
的
理
解
を
の
り
こ
え

る
た
め
、
改
革
派
内
部
の
矛
盾
に
注
目
し
て
「
康
党
」
と
い
う
分
析
視

角
を
打
ち
出
す
。「
康
党
」
と
は
、
康
有
為
と
そ
の
弟
子
た
ち
を
中
心

と
す
る
康
有
為
の
影
響
を
強
く
受
け
た
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
こ
の
「
康

党
」
を
理
解
す
る
た
め
の
鍵
に
な
る
概
念
と
し
て
、
著
者
は
「
康
学
」、

「
康
教
」
と
そ
の
「
党
派
的
行
動
」
の
三
点
を
挙
げ
て
い
る
。「
康
学
」

と
は
、『
新
学
偽
経
考
』、『
孔
子
改
制
考
』
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ

た
康
有
為
の
学
術
思
想
体
系
で
あ
り
、「
康
教
」
と
は
、
康
有
為
の
思

想
体
系
中
に
存
在
す
る
宗
教
的
思
想
で
あ
る
。
ま
た
「
党
派
的
行
動
」

は
、「
康
党
」
の
強
固
な
党
派
意
識
、
手
段
を
選
ば
ぬ
強
引
な
行
動
様

式
の
こ
と
を
指
す
。

本
書
は
こ
の
よ
う
な
視
角
か
ら
、
戊
戌
変
法
の
過
程
を
再
整
理
し
た

も
の
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
章
で
は
、
主
に
『
新
学
偽
経
考
』、『
孔
子
改

制
考
』
な
ど
康
有
為
の
著
作
を
用
い
て
「
康
学
」
と
「
康
教
」
の
内
容

が
説
明
さ
れ
、
さ
ら
に
康
有
為
と
そ
の
弟
子
た
ち
に
よ
る
宣
伝
活
動
、

お
よ
び
譚
嗣
同
と
「
康
学
」、「
康
教
」
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
康
有
為
の
学
説
に
は
「
孔
子
改
制
」
説
と
「
三
世
」
説
と
い
う

ふ
た
つ
の
大
き
な
柱
が
あ
る
が
、
そ
の
他
の
学
者
に
よ
る
公
羊
学
説
と

比
較
し
て
よ
り
特
異
な
の
は
、
康
有
為
が
こ
れ
ら
を
実
際
の
政
治
改
革

の
理
論
的
根
拠
と
し
た
こ
と
、
ま
た
西
欧
の
民
権
、
平
等
の
概
念
を
吸

収
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
西
欧
の
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
受

け
、
康
有
為
は
「
保
国
」
と
「
保
教
」
の
目
的
を
両
方
と
も
達
成
す
る

た
め
、
孔
子
を
教
主
と
す
る
孔
教
を
創
立
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う

な
康
有
為
の
学
説
は
、
康
有
為
自
身
と
そ
の
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
、
学

会
、
学
校
、
報
刊
を
通
し
て
積
極
的
な
宣
伝
が
は
か
ら
れ
、「
康
学
」、

「
康
教
」
が
無
視
で
き
ぬ
主
張
と
し
て
官
紳
の
前
に
現
れ
る
こ
と
と
な

る
。第

二
章
で
は
、
当
時
の
官
紳
層
が
「
康
学
」
を
い
か
に
評
価
し
た
か

に
つ
い
て
分
析
さ
れ
て
い
る
。
光
緒
十
七
年
の
『
新
学
偽
経
考
』
出
版

の
際
、
康
有
為
は
ま
だ
政
治
的
に
無
名
の
人
物
で
あ
っ
た
。
朱
一
新
、

兪
樾
な
ど
に
よ
る
『
新
学
偽
経
考
』
批
判
は
、
基
本
的
に
学
術
的
な
批

判
で
あ
り
、
政
治
的
な
対
立
や
、
新
旧
の
立
場
の
相
異
か
ら
生
じ
る
矛

盾
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
光
緒
二
十
四
年
に
『
孔
子
改
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制
考
』
が
出
版
さ
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
変
法
運
動
が
大
き
な
盛
り
上
が

り
を
見
せ
て
い
た
時
で
あ
っ
た
。
康
有
為
が
そ
の
改
革
の
思
想
を
よ
り

明
確
に
表
明
し
た
『
孔
子
改
制
考
』
は
、
変
法
に
反
対
す
る
官
紳
か
ら

強
い
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
湖
広
総
督
張
之
洞
な
ど
、
政

権
内
部
に
あ
り
か
つ
改
革
の
必
要
性
を
認
め
な
が
ら
も
、
な
お
康
有
為

式
の
改
革
思
想
を
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
物
か
ら
も
、『
孔

子
改
制
考
』
へ
の
批
判
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
康
有
為
の
思
想
が

君
権
と
綱
常
名
教
を
否
定
す
る
方
向
を
有
し
、
高
位
に
あ
る
官
僚
は
そ

れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
同
時
に
、
宋

恕
、
章
太
炎
な
ど
、
学
術
的
に
は
康
有
為
に
批
判
的
立
場
を
取
り
な
が

ら
も
、
し
か
し
共
通
の
変
法
の
理
想
を
有
す
る
た
め
に
、
康
有
為
の
学

説
に
対
し
て
一
定
の
理
解
を
示
す
人
物
も
存
在
し
た
。
周
知
の
よ
う

に
、
康
有
為
の
学
術
は
改
革
の
実
現
の
た
め
に
学
術
的
厳
密
さ
を
犠
牲

に
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
だ
が
ま
さ
に
そ
の
こ
と
の
た
め
に
、
共
通

の
政
治
目
標
を
有
す
る
人
物
は
康
有
為
の
学
術
に
理
解
を
示
す
か
容
認

の
態
度
を
と
る
こ
と
が
で
き
、
逆
に
政
治
的
に
対
立
す
る
人
物
か
ら

は
、
激
し
い
批
判
を
あ
び
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ

ば
、
こ
の
よ
う
な
構
図
こ
そ
、
戊
戌
時
期
の
政
治
と
学
術
の
関
係
の
常

態
で
あ
っ
た
。

当
時
の
人
々
の
「
康
学
」
に
対
す
る
態
度
を
分
析
し
た
第
二
章
に
対

し
て
、
続
く
第
三
章
で
は
「
康
教
」
と
康
門
師
徒
の
「
党
派
的
行
動
」、

特
に
後
者
を
「
康
党
」
以
外
の
改
革
派
官
紳
が
い
か
に
見
た
か
が
論
じ

ら
れ
て
い
る
。
日
清
戦
争
後
、
公
車
上
書
と
康
門
師
徒
の
事
後
宣
伝
に

よ
っ
て
康
有
為
の
名
声
が
高
ま
り
、
改
革
派
の
官
紳
は
康
有
為
を
同
道

と
み
な
す
よ
う
に
な
る
。
光
緒
二
十
一
年
末
の
北
京
、
上
海
に
お
け
る

強
学
会
設
立
、『
強
学
報
』
創
刊
の
過
程
で
、
一
部
の
官
紳
は
す
で
に

康
有
為
が
孔
子
紀
年
を
用
い
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
独
断
専
行
の
性
格
に

批
判
を
行
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
批
判
も
、
全
体
的
に
は
改
革
派

の
協
力
関
係
に
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
。
従
っ
て
光
緒
二
十
二
年
七
月

の
『
時
務
報
』
創
刊
は
、
張
之
洞
の
支
持
の
も
と
で
の
康
門
師
徒
と
そ

の
他
の
改
革
派
人
士
の
協
力
の
結
果
で
あ
り
、
改
革
派
の
多
く
は
『
時

務
報
』
を
彼
ら
が
共
有
す
る
言
論
空
間
だ
と
み
な
し
て
い
た
。
た
だ
し

康
門
師
徒
が
『
時
務
報
』
を
我
が
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
端
を

発
す
る
梁
啓
超
と
汪
康
年
の
対
立
に
よ
り
康
門
師
徒
の
党
派
的
行
動
方

式
が
明
ら
か
に
な
り
、
も
と
も
と
彼
ら
を
同
道
と
み
な
し
て
い
た
改
革

派
を
、「
康
党
」
の
対
立
面
に
お
し
や
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
た

だ
こ
の
際
注
意
す
べ
き
は
、
こ
れ
は
改
革
の
必
要
性
に
つ
い
て
了
解
を

共
有
し
て
い
る
も
の
内
部
で
の
対
立
で
あ
り
、
変
法
運
動
期
に
改
革
そ

の
も
の
に
反
対
し
た
保
守
派
と
の
対
立
と
は
大
き
な
差
異
が
存
在
す
る

こ
と
で
あ
る
。「
康
党
」
の
宗
教
的
理
念
と
「
党
派
的
行
動
」
は
、
そ
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の
内
部
の
成
員
に
対
し
て
は
強
い
結
束
力
と
行
動
力
を
も
た
ら
し
た
け

れ
ど
も
、
変
法
運
動
全
体
の
展
開
に
対
し
て
は
、
大
き
な
負
の
影
響
を

与
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
四
章
で
は
、
変
法
運
動
期
に
お
い
て
地
方
で
は
最
も
積
極
的
に
改

革
を
推
進
し
た
湖
南
省
で
の
、「
康
党
」
と
そ
の
他
の
官
紳
の
関
係
が

検
討
さ
れ
て
い
る
。
光
緒
二
十
三
年
秋
に
梁
啓
超
な
ど
「
康
党
」
成
員

が
湖
南
入
り
し
、
湖
南
変
法
運
動
の
展
開
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ

と
に
な
る
。
湖
南
省
の
変
法
運
動
と
そ
れ
に
伴
う
政
治
的
対
立
に
つ
い

て
は
、
む
ろ
ん
数
多
く
の
先
行
研
究
が
存
在
す
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は

基
本
的
に
新
旧
の
対
立
を
軸
と
し
て
考
察
を
行
っ
た
も
の
で
、
変
法
派

内
部
の
矛
盾
や
論
争
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

著
者
は
事
実
関
係
に
つ
い
て
は
黄
彰
健
な
ど
の
先
行
研
究）

1
（

に
よ
り
な
が

ら
、「
康
党
」
と
そ
の
他
の
変
法
派
の
対
立
に
注
目
し
て
、
湖
南
変
法

運
動
の
過
程
に
再
整
理
を
行
っ
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
光
緒

二
十
三
年
末
、
時
務
学
堂
中
文
総
教
習
梁
啓
超
、
学
政
徐
仁
鋳
な
ど
康

有
為
の
影
響
を
強
く
受
け
た
人
物
が
湖
南
に
入
り
、
時
務
学
堂
、
南
学

会
、『
湘
報
』
な
ど
を
武
器
と
し
て
康
有
為
の
学
説
を
宣
伝
し
始
め
る
。

し
か
し
時
務
学
堂
に
お
け
る
教
学
や
『
湘
報
』
の
論
説
の
内
容
が
急
速

に
過
激
化
す
る
と
、
当
初
は
容
認
の
態
度
を
と
っ
て
い
た
官
紳
も
「
康

党
」
に
反
対
の
立
場
を
と
り
、「
康
党
」
の
影
響
力
排
除
の
行
動
を
と

り
始
め
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
本
書
で
は
、
こ
れ
ま
で
も
よ
く
知
ら
れ
て

い
た
葉
徳
輝
な
ど
保
守
的
な
郷
紳
に
よ
る
攻
撃
の
他
に
も
、
一
般
的
に

は
変
法
派
の
一
員
と
み
な
さ
れ
る
巡
撫
陳
宝
箴
が
『
湘
報
』、
時
務
学

堂
へ
介
入
を
行
っ
た
事
実
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。

第
五
章
で
は
、
百
日
維
新
中
の
北
京
に
お
け
る
「
康
党
」
の
活
動
と

そ
の
影
響
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
光
緒
二
十
三
年
秋
に
上
京
し

た
康
有
為
は
、
積
極
的
な
上
書
や
宣
伝
活
動
、
保
国
会
の
組
織
な
ど
の

活
動
に
よ
っ
て
そ
の
名
声
を
高
め
、
翁
同
龢
、
張
蔭
桓
な
ど
政
権
中
枢

に
位
置
す
る
人
物
の
手
引
き
に
よ
り
、
徐
々
に
政
権
に
接
近
す
る
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
光
緒
二
十
四
年
四
月
二
十
三
日
に
い
わ
ゆ
る
「
明
ら

か
に
国
是
を
定
め
る
詔
」
が
下
さ
れ
、
変
法
が
中
央
政
府
の
政
策
と
し

て
採
用
さ
れ
て
以
降
、「
康
党
」
は
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
捉
え
て
自
ら
の

影
響
力
拡
大
を
目
指
す
。
こ
れ
に
対
抗
し
て
守
旧
派
は
も
ち
ろ
ん
、

「
康
党
」
と
距
離
を
お
く
改
革
派
も
「
康
党
」
の
影
響
力
排
除
の
た
め

の
行
動
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
百
日
維
新
中
の
政
治
的
対
立

は
、
新
旧
の
対
立
と
と
も
に
新
派
内
部
の
対
立
も
存
在
す
る
複
雑
な
も

の
と
な
る
が
、「
康
党
」
は
そ
の
政
治
宣
伝
に
お
い
て
、
自
ら
に
反
対

す
る
者
に
は
す
べ
て
「
守
旧
」
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
、
当
時
の
複
雑
な

政
治
闘
争
を
「
新
旧
の
争
い
」
と
い
う
二
項
対
立
的
な
図
式
に
押
し
込

め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
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后
に
よ
る
光
緒
帝
廃
立
の
計
画
は
、
官
界
、
在
野
の
紳
士
に
よ
る
輿
論

双
方
か
ら
の
反
対
運
動
を
巻
き
起
こ
し
、
清
朝
の
統
治
の
正
当
性
を
直

接
に
動
揺
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
亡
命
し
た
康
有
為
、
梁
啓
超
を
中
心
と
す

る
「
康
党
」
は
、
自
ら
が
改
革
の
唯
一
の
力
量
で
あ
る
と
の
宣
伝
を
継

続
す
る
。
著
者
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
の
「
康
党
」
の
宣
伝
は
二

点
の
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
一
点
目
は
自
ら
が
光
緒
帝
に
認
め
ら
れ
た

改
革
の
主
要
な
力
量
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
、
光
緒
帝
の
密
詔

を
偽
造
し
、
西
太
后
に
過
激
な
批
判
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
宣
伝
行
為
は
か
え
っ
て
そ
の
他
の
改
革
派
の
反
感

を
買
い
、
劉
坤
一
な
ど
は
報
刊
を
用
い
て
康
有
為
等
の
主
張
に
反
駁
を

加
え
て
い
る
。
二
点
目
は
中
央
政
府
が
新
政
の
成
果
を
次
々
と
否
定
し

た
こ
と
へ
の
批
判
で
、
こ
ち
ら
は
一
点
目
と
異
な
り
事
実
を
基
礎
と
し

て
い
る
た
め
、
政
変
後
の
反
動
的
な
政
治
的
環
境
の
も
と
、「
康
党
」

の
イ
メ
ー
ジ
を
引
き
上
げ
る
こ
と
に
一
定
程
度
成
功
し
、
一
部
の
官
紳

は
「
康
党
」
に
同
情
を
示
す
よ
う
に
な
る
。

そ
し
て
光
緒
二
十
五
年
に
入
る
と
、
政
変
直
後
の
政
治
宣
伝
が
予
期

し
た
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
鑑
み
、「
康
党
」

は
宣
伝
方
法
を
調
整
し
、
攻
撃
の
対
象
を
西
太
后
か
ら
栄
禄
に
、
内
容

を
光
緒
帝
と
西
太
后
の
和
解
を
促
し
、
太
后
に
政
権
を
光
緒
帝
に
返
還

第
六
章
、
第
七
章
の
内
容
は
、
本
書
の
大
き
な
特
色
と
い
え
る
。
す

な
わ
ち
多
く
の
戊
戌
変
法
史
研
究
が
光
緒
二
十
四
年
八
月
初
の
戊
戌
政

変
ま
で
し
か
論
じ
な
い
の
と
異
な
り
、
本
書
は
政
変
直
後
か
ら
光
緒

二
十
五
年
ま
で
の
政
局
を
、
戊
戌
変
法
期
の
政
治
的
対
立
の
直
接
の
結

果
と
し
て
分
析
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
政
変
直
後
の
光
緒
二
十
四
年
八

月
十
四
日
、
中
央
政
府
は
上
諭
を
発
し
て
「
康
党
」
の
罪
状
が
謀
反
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、「
康
党
」
以
外
の
者
の
罪
は

追
求
し
な
い
こ
と
、
ま
た
新
政
を
継
続
す
る
こ
と
を
宣
言
す
る
。
こ
の

段
階
に
お
い
て
は
、「
康
党
」
と
距
離
を
お
く
改
革
派
は
ま
だ
中
央
政

府
に
新
政
継
続
の
期
待
を
寄
せ
て
い
た
。
し
か
し
、
西
太
后
を
中
心
と

す
る
中
央
政
府
は
「
康
党
」
以
外
の
者
に
ま
で
粛
清
の
範
囲
を
拡
大

し
、
ま
た
新
政
の
成
果
を
次
々
と
否
定
す
る
。
さ
ら
に
徐
桐
な
ど
中
央

の
守
旧
派
や
言
官
の
攻
撃
が
火
に
油
を
注
い
だ
結
果
、「
康
党
」
と

「
新
党
」
が
、
或
い
は
変
法
運
動
の
成
果
と
日
清
戦
争
以
前
の
近
代
化

の
成
果
が
ま
と
め
て
否
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な

状
況
の
中
で
、
両
江
総
督
劉
坤
一
、
湖
北
巡
撫
曾
鉌
な
ど
一
部
の
官
僚

が
新
政
の
継
続
を
訴
え
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
『
国
聞
報
』、『
新
聞

報
』
と
い
っ
た
報
刊
が
公
然
と
中
央
政
府
を
批
判
す
る
よ
う
に
な
る
。

政
変
後
に
お
け
る
中
央
政
府
の
反
動
政
策
は
改
革
派
に
大
き
な
失
望
を

抱
か
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
政
変
後
に
幾
度
も
輿
論
を
騒
が
せ
た
西
太
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す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
に
変
更
す
る
。「
康
党
」
の
こ
の
よ
う
な
作

戦
の
変
化
は
、
国
内
の
改
革
派
輿
論
と
の
間
に
共
通
の
目
標
を
生
み
出

す
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
『
中
外
日
報
』
な
ど
の
報
刊
も
、
こ
の
当
時

西
太
后
に
政
権
返
還
を
求
め
る
論
説
を
度
々
掲
載
し
て
い
る
。

一
方
、
中
央
政
府
の
「
康
党
」
撲
滅
の
決
心
は
揺
る
が
ず
、
ま
た
改

革
派
へ
の
圧
迫
と
、
改
革
成
果
の
否
定
も
、
そ
の
範
囲
を
拡
大
し
つ
つ

継
続
さ
れ
た
。
中
央
政
府
に
よ
る
こ
れ
ら
の
政
策
は
、
す
べ
て
改
革
派

報
刊
に
よ
る
攻
撃
の
対
象
と
な
り
、
改
革
派
輿
論
に
お
け
る
中
央
政
府

の
正
当
性
に
対
す
る
疑
い
は
よ
り
強
い
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
光
緒

二
十
五
年
の
己
亥
建
儲
に
よ
っ
て
改
革
派
の
中
央
政
府
に
対
す
る
失
望

は
決
定
的
な
も
の
と
な
り
、
つ
い
に
彼
ら
を
清
朝
の
対
立
面
に
押
し
や

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
趨
勢
は
こ
の
後
義
和
団
戦
争

期
に
か
け
て
の
政
治
的
展
開
と
の
間
に
明
確
な
連
続
性
を
有
し
て
お

り
、
例
え
ば
庚
子
期
の
勤
王
運
動
や
「
東
南
互
保
」
の
成
立
は
、
政
変

後
の
戊
戌
己
亥
政
局
の
直
接
の
結
果
と
見
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

以
上
が
本
書
の
お
お
よ
そ
の
内
容
で
あ
る
。
本
書
の
貢
献
は
、
大
き

く
ふ
た
つ
に
分
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
ひ
と
つ
は
、
こ
れ
ま
で
新

旧
の
対
立
と
い
う
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
戊
戌
変
法
期

の
思
想
的
、
政
治
的
対
立
を
見
な
お
し
、
改
革
派
内
部
の
争
い
に
注
目

し
、「
康
党
」
と
そ
の
他
の
変
法
派
と
い
う
視
角
か
ら
戊
戌
変
法
の
過
程

を
改
め
て
整
理
し
た
こ
と
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
戊
戌
変
法
を
論

じ
た
ほ
と
ん
ど
の
研
究
が
光
緒
二
十
四
年
八
月
の
政
変
発
生
ま
で
し
か

論
じ
て
い
な
い
の
に
対
し
、
本
書
は
光
緒
二
十
五
年
の
政
局
ま
で
筆
を

進
め
、
こ
れ
に
よ
り
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
の
政
治
史
の
展

開
を
、
連
続
の
側
面
に
注
目
し
て
論
じ
る
可
能
性
を
開
い
た
点
で
あ
る
。

ひ
と
つ
目
に
関
連
し
て
、
変
法
派
と
保
守
派
の
対
立
だ
け
で
は
な

く
、
変
法
派
内
部
の
相
違
、
対
立
に
も
注
目
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と

は
、
陳
寅
恪
の
有
名
な
「
当
時
の
変
法
を
言
う
も
の
は
、
蓋
し
同
じ
か

ら
ざ
る
の
二
源
あ
り
、
い
ま
だ
混
一
し
て
こ
れ
を
論
ず
べ
か
ら
ず
」、

ま
た
「
南
海
康
（
有
為
）
先
生
に
至
り
て
は
今
文
公
羊
の
学
を
治
め
、

孔
子
改
制
に
附
会
し
て
も
っ
て
変
法
を
言
う
。
そ
れ
世
務
を
歴
験
し
て

鏡
を
西
国
に
借
り
て
も
っ
て
神
州
の
旧
法
を
変
え
ん
と
欲
す
る
も
の
と

は
、
も
と 

よ
り
自
ず
か
ら
同
じ
か
ら
ず
」
と
い
う
発
言
も
あ
り）

2
（

、
つ
と

に
注
意
さ
れ
て
い
た
。
戊
戌
変
法
期
の
梁
啓
超
の
言
行
を
康
有
為
学
説

の
忠
実
な
実
践
と
捉
え
、
こ
れ
を
そ
の
他
の
改
革
派
人
士
と
の
関
係
を

軸
に
論
じ
た
村
尾
進
の
論
考
も
存
在
し
て
い
る）

3
（

。
本
書
で
扱
わ
れ
て
い

る
史
実
や
史
料
も
、
政
変
前
の
部
分
に
限
れ
ば
既
知
の
も
の
が
多
い
。

し
か
し
本
書
は
変
法
派
内
部
に
お
け
る
「
康
党
」
を
め
ぐ
る
協
力
と
対

立
と
い
う
視
点
に
よ
っ
て
変
法
運
動
期
に
お
け
る
主
要
な
政
治
過
程
を

改
め
て
再
構
成
し
た
も
の
で
、
そ
の
意
義
は
や
は
り
大
き
い
と
い
わ
ね
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ば
な
ら
な
い
。
改
革
派
内
部
の
矛
盾
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
個
別
的
に

言
及
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
本
書
は
改
革
派
の
矛
盾
を
分
析
の

視
角
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
変
法
運
動
期
に
お
け
る
政
治
過
程
の
全
体

像
を
描
き
な
お
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
後
の
研
究
に
と
っ
て

新
し
い
重
要
な
座
標
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

む
ろ
ん
筆
者
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
達
成
の
背
景
に
は
、
中
国
の
学
界

に
お
け
る
変
法
運
動
史
研
究
の
大
き
な
進
展
が
あ
る）

4
（

。
本
書
で
も
言
及

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
か
つ
て
の
戊
戌
変
法
史
研
究
は
康
有
為
や
梁
啓

超
の
政
治
的
立
場
を
強
く
代
表
す
る
著
作
を
主
要
な
史
料
と
し
て
行
わ

れ
た
た
め
、
本
書
で
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
康
梁
に
よ
る
戊
戌
変

法
理
解
の
枠
組
み
に
強
く
規
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
黄
彰
健
に
よ
っ

て
『
戊
戌
奏
稿
』
に
康
有
為
に
よ
る
大
幅
な
改
竄
の
跡
が
認
め
ら
れ
る

と
指
摘
さ
れ）

5
（

、
孔
祥
吉
に
よ
り
北
京
の
中
国
第
一
歴
史

案
館
で
当
時

の
康
有
為
の
実
際
の
上
書
を
集
め
た
『
傑
士
上
書
彙
録
』
が
発
見
さ
れ

た
。
さ
ら
に
そ
の
後
の
研
究
の
進
展
に
よ
っ
て
、
戊
戌
変
法
期
に
康
有

為
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
上
書
の
実
際
の
内
容
が
か
な
り
の
程
度
明
ら
か

に
な
っ
て
き
た）

6
（

。
さ
ら
に
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
当
時
の
様
々
な
人
物

の
文
集
、
日
記
、
書
簡
集
な
ど
の
整
理
公
刊
、
ま
た
各
種
報
刊
史
料
の

影
印
出
版
な
ど
に
よ
っ
て
か
つ
て
の
史
料
的
限
界
が
打
破
さ
れ
た
。
近

年
に
お
い
て
は
未
公
刊
史
料
や
外
国
史
料
の
学
界
に
よ
る
把
握
、
利
用

も
大
幅
に
進
み
、
こ
れ
ら
の
史
料
を
駆
使
し
た
研
究
に
よ
っ
て
、
戊
戌

変
法
研
究
は
大
き
く
そ
の
様
相
を
変
え
た
と
い
え
る
。「
康
党
」
と
そ
の

他
の
改
革
派
、
と
い
う
点
に
関
連
し
て
は
、
汪
康
年
、
張
之
洞
や
栄
禄

と
い
っ
た
こ
れ
ま
で
個
別
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た

人
物
を
専
門
に
論
じ
る
研
究
が
現
れ）

7
（

、
さ
ら
に
保
守
派
の
理
論
や
行
動

を
分
析
す
る
研
究
も
増
加
し
て
い
る）

8
（

。
こ
れ
と
密
接
に
関
係
し
て
、
変

法
運
動
期
に
お
け
る
康
有
為
の
位
置
を
い
か
に
評
価
す
る
か
と
い
う
点

に
つ
い
て
も
、
相
当
の
研
究
の
蓄
積
が
存
在
す
る）

9
（

。
評
者
が
こ
れ
ら
先

行
す
る
研
究
に
つ
い
て
煩
瑣
を
厭
わ
ず
述
べ
た
の
は
、
本
書
の
成
果
が

中
国
大
陸
に
お
け
る
有
力
な
研
究
動
向
を
背
景
と
し
て
、
必
然
的
に
出

現
し
た
も
の
だ
と
示
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
戊
戌
変
法
史
の

研
究
を
志
す
場
合
、
特
に
そ
の
政
治
史
の
側
面
を
論
じ
よ
う
と
す
る
な

ら
ば
、
本
書
は
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
成
果
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

ふ
た
つ
目
の
貢
献
と
し
て
本
書
が
光
緒
二
十
五
年
の
政
局
ま
で
視
野

に
入
れ
て
戊
戌
変
法
史
を
論
じ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
た
が
、
こ
れ
に
は

い
か
な
る
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
中
国
近
現
代
史
研

究
、
特
に
政
治
史
の
分
野
に
お
け
る
そ
れ
は
、
例
え
ば
洋
務
運
動
、
変

法
運
動
、
義
和
団
事
件
、
辛
亥
革
命
な
ど
、
重
要
な
歴
史
的
事
件
を
議

論
の
基
本
的
な
枠
組
み
、
あ
る
い
は
時
期
区
分
の
目
安
と
し
て
き
た
。

こ
の
よ
う
な
「
事
件
史
」
式
の
研
究
に
お
い
て
は
、
各
歴
史
的
事
件
間
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の
断
絶
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
長
期
的
な
歴
史
的
変
化
や
、
各

時
期
の
間
に
存
在
す
る
継
承
関
係
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
注
意
が
払
わ

れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
近
年
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
対
す
る
反
省
か

ら
、
各
時
期
の
間
に
存
在
す
る
連
続
性
に
注
目
す
る
研
究
が
増
加
し
つ

つ
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
動
向
に
は
、
新
興
の
社
会
史
、
文
化
史
、

あ
る
い
は
読
書
史
と
い
っ
た
分
野
が
、
従
来
の
政
治
的
事
件
を
重
視
す

る
枠
組
み
か
ら
比
較
的
自
由
で
あ
り
、
近
現
代
中
国
に
お
け
る
社
会
や

文
化
の
変
化
を
長
期
的
に
観
察
す
る
成
果
を
世
に
問
う
て
き
た
こ
と

も
、
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
だ
ろ
う）

10
（

。
こ
の
よ
う
な
近
現
代
中
国

の
歴
史
過
程
を
長
期
的
に
、
連
続
の
側
面
に
注
意
し
て
考
察
す
る
こ
と

は
、
最
近
の
中
国
語
圏
の
学
界
で
有
力
な
潮
流
を
な
し
つ
つ
あ
る
。
本

書
の
成
果
も
、
そ
の
よ
う
な
動
向
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能

で
あ
ろ
う
。

具
体
的
に
言
う
な
ら
ば
、本
書
は
変
法
派
内
部
に
存
在
す
る
「
康
党
」

と
そ
の
他
の
改
革
派
と
の
差
異
に
注
目
し
、
戊
戌
変
法
期
に
お
け
る
両

者
の
関
係
を
整
理
し
た
の
み
な
ら
ず
、
光
緒
二
十
四
年
八
月
の
戊
戌
政

変
以
降
の
政
局
と
官
紳
輿
論
の
関
係
に
つ
い
て
も
こ
の
両
者
関
係
を
軸

に
分
析
し
、
改
革
派
官
紳
の
近
代
化
へ
の
希
求
と
実
際
の
努
力
が
、
政

変
の
発
生
に
よ
っ
て
も
中
断
し
な
か
っ
た
、
つ
ま
り
彼
ら
の
近
代
化
へ

の
議
論
と
行
動
は
、
戊
戌
変
法
期
か
ら
義
和
団
戦
争
期
直
前
ま
で
、
明

確
な
連
続
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
戊
戌
変
法
期

と
そ
の
後
の
連
続
性
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
呉
廷
嘉
が
思
想
史
の
立
場

か
ら
「
戊
戌
思
潮
」
の
連
続
性
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
る）

11
（

。
し
か
し
本
書

は
「
康
党
」
と
そ
の
他
の
改
革
派
官
紳
の
差
異
に
注
目
し
な
が
ら
、
実

際
の
政
局
に
即
し
て
官
紳
輿
論
の
展
開
を
跡
付
け
た
も
の
で
、
そ
の
議

論
の
厳
密
さ
に
お
い
て
、
改
革
派
内
部
の
差
異
に
ほ
と
ん
ど
注
意
を
払

わ
な
い
呉
氏
の
成
果
を
大
き
く
超
え
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

上
述
の
通
り
、
著
者
は
政
変
直
後
に
は
中
央
政
府
に
改
革
の
継
続
を

期
待
し
て
い
た
改
革
派
官
紳
が
、
戊
戌
、
己
亥
両
年
の
政
局
に
よ
っ
て

中
央
政
府
へ
の
失
望
を
深
め
、
こ
の
よ
う
な
情
勢
が
庚
子
勤
王
な
ど
義

和
団
戦
争
期
以
降
の
展
開
を
準
備
し
た
と
い
う
。
義
和
団
戦
争
期
に
お

け
る
上
海
を
中
心
と
し
た
改
革
派
官
紳
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
戴
海
斌

に
よ
る
「
上
海
中
外
官
紳
」
に
つ
い
て
の
一
連
の
研
究
が
あ
る
。
戴
氏

の
研
究
で
は
、「
上
海
中
外
官
紳
」
の
「
東
南
互
保
」
な
ど
義
和
団
戦

争
期
の
政
局
へ
の
対
応
が
論
じ
ら
れ
、
ま
た
辛
丑
和
約
以
降
の
光
緒
新

政
期
に
お
け
る
歴
史
的
展
開
に
、
義
和
団
戦
争
期
の
内
外
危
機
を
経
験

し
た
改
革
派
官
紳
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
た
か
に
つ
い
て
見
通
し
が
示

さ
れ
て
い
る）

12
（

。
注
意
す
べ
き
は
、
本
書
に
お
け
る
改
革
派
官
紳
と
、
戴

氏
の
研
究
で
論
じ
ら
れ
た
「
上
海
中
外
官
紳
」
は
、
例
え
ば
汪
康
年
や

陳
三
立
な
ど
、
人
物
の
点
で
ほ
ぼ
重
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
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に
、
本
書
の
成
果
と
戴
氏
の
研
究
を
あ
わ
せ
参
照
す
る
こ
と
で
、
戊
戌

変
法
か
ら
義
和
団
戦
争
を
挟
ん
で
光
緒
新
政
に
い
た
る
歴
史
の
展
開
に

お
い
て
、
改
革
を
希
求
す
る
官
紳
輿
論
が
一
貫
し
て
存
在
し
た
こ
と
を

確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
本
書
の
成
果
を
も
と
に
し
て
、
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
な

議
論
の
展
開
が
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
か
ら
は
、
こ
の
点
に
つ

い
て
評
者
の
考
え
を
述
べ
て
み
た
い
。
本
書
で
論
じ
ら
れ
た
の
は
政
変

以
降
の
展
開
と
変
法
運
動
期
の
官
紳
輿
論
の
関
係
だ
が
、
戊
戌
変
法
期

以
前
の
改
革
を
め
ぐ
る
議
論
と
、
戊
戌
変
法
期
の
議
論
、
政
策
と
の
関

係
に
つ
い
て
も
、
今
後
研
究
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
本
書
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
科
挙
改

革
を
例
に
し
て
考
え
て
み
た
い
。
戊
戌
変
法
期
の
科
挙
改
革
の
発
端
と

な
っ
た
の
は
、
光
緒
二
十
三
年
九
月
に
貴
州
学
政
厳
修
に
よ
っ
て
上
奏

さ
れ
た
経
済
専
科
の
設
立
を
請
う
上
奏
で
あ
る）

13
（

。
こ
の
上
奏
が
同
年

十
一
月
二
十
三
日
の
上
諭
に
よ
っ
て
総
理
衙
門
に
転
送
さ
れ
、
礼
部
と

話
し
あ
っ
た
う
え
覆
奏
せ
よ
と
の
命
が
下
る）

14
（

。
翌
光
緒
二
十
四
年
正
月

初
六
日
に
行
わ
れ
た
総
理
衙
門
の
覆
奏
で
は
、
経
済
特
科
と
経
済
正
科

の
設
立
が
提
案
さ
れ
、
中
央
政
府
に
よ
っ
て
た
だ
ち
に
裁
可
さ
れ
る）

15
（

。

こ
の
経
済
科
設
立
の
政
策
は
、
こ
の
後
同
年
五
月
、
宋
伯
魯
に
よ
っ
て

代
奏
さ
れ
た
康
有
為
の
提
案
に
よ
り
、
八
股
文
を
廃
し
て
策
論
を
試
験

し
、
ま
た
経
済
科
と
進
士
科
を
一
本
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
進
士
科
を

実
質
的
に
廃
止
す
る
と
い
う
急
進
的
な
も
の
に
変
化
し）

16
（

、
戊
戌
変
法
期

に
お
け
る
改
革
を
め
ぐ
る
論
争
の
焦
点
の
ひ
と
つ
と
な
る）

17
（

。
こ
こ
で
注

意
し
た
い
の
は
、
進
士
科
と
は
別
に
一
科
を
設
け
、
進
士
科
と
平
行
す

る
西
学
人
材
登
用
ル
ー
ト
を
創
設
す
る
と
い
う
の
は
、
道
光
年
間
以
来

く
り
返
し
提
出
さ
れ
て
い
た
構
想
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

18
（

。
光
緒

二
十
三
年
の
厳
修
の
経
済
科
設
立
の
構
想
は
、
実
は
洋
務
運
動
期
の
議

論
を
背
景
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ

う
な
構
想
が
「
康
党
」
の
介
入
に
よ
り
、
恐
ら
く
は
提
案
者
厳
修
の
予

想
を
超
え
て
急
進
化
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
に
は
変
法
運

動
期
以
前
の
議
論
と
の
連
続
性
と
、
変
法
運
動
期
に
お
け
る
質
的
変
化

と
の
両
面
が
存
在
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
を
重
視
す
る
か
、
あ
る
い
は
評

価
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
論
者
に
よ
り
見
方
が
異
な
る
だ
ろ
う
が
、
変

法
運
動
期
の
科
挙
改
革
の
政
策
が
そ
れ
以
前
の
議
論
と
の
間
に
連
続
性

を
有
す
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
し
、「
康
党
」
以
外
の
改
革
派
に
よ
る
議

論
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
彼
等
が
い
か
な
る
文
脈
に
よ
っ
て
登
場
し
た

の
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

近
年
の
戊
戌
変
法
史
研
究
の
有
力
な
方
向
と
し
て
、
先
進
地
域
に
お

け
る
思
想
や
政
策
の
展
開
を
論
ず
る
だ
け
で
な
く
、
中
国
近
代
に
お
け

る
長
期
的
な
社
会
全
般
の
変
化
の
中
で
戊
戌
変
法
を
位
置
づ
け
よ
う
と
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す
る
も
の
、
あ
る
い
は
戊
戌
変
法
が
中
国
社
会
の
変
化
に
与
え
た
影
響

を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
、
つ
ま
り
戊
戌
変
法
と
当
時
の
中
国
社
会

と
の
関
係
に
注
目
す
る
研
究
が
あ
る）

19
（

。
中
央
に
お
け
る
思
想
や
政
治
の

側
面
だ
け
で
は
な
く
戊
戌
変
法
の
社
会
的
な
側
面
に
注
目
し
、
し
か
も

「
康
党
」
と
そ
の
他
の
改
革
派
官
紳
の
関
係
を
考
察
対
象
に
し
た
研
究

も
、
す
で
に
い
く
つ
か
発
表
さ
れ
て
い
る）

20
（

。
政
変
前
後
の
情
況
に
つ
い

て
は
、
徐
佳
貴
の
清
末
に
お
け
る
浙
江
省
温
州
府
の
知
識
構
造
変
化
に

つ
い
て
の
研
究
が
存
在
す
る
。
徐
佳
貴
は
、
戊
戌
変
法
期
を
こ
れ
ま
で

基
本
的
に
大
都
市
に
限
ら
れ
て
い
た
知
識
構
造
の
変
化
（
西
学
化
）
が

地
方
化
を
は
じ
め
る
初
期
の
段
階
と
捉
え
る
が
、
こ
の
段
階
を

一
八
九
五
（
光
緒
二
十
一
）
年
か
ら
一
九
〇
一
（
光
緒
二
十
七
）
年
、

つ
ま
り
日
清
戦
争
終
結
か
ら
光
緒
新
政
開
始
ま
で
と
設
定
し
て
い
る
。

徐
佳
貴
が
戊
戌
政
変
に
よ
っ
て
時
期
を
分
け
な
い
理
由
は
、
地
方
社
会

に
は
中
央
の
政
局
と
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
改
革
の
周
期
が
存
在
す
る

の
で
あ
り
、
変
法
運
動
期
に
文
教
面
を
中
心
に
改
革
へ
呼
応
す
る
動
き

を
み
せ
な
が
ら
も
、
湖
南
の
よ
う
な
大
規
模
な
対
立
が
起
こ
ら
な
か
っ

た
浙
江
温
州
に
お
い
て
は
、
政
変
に
よ
る
明
確
な
影
響
を
認
め
る
こ
と

は
で
き
ず
、
政
変
発
生
後
も
改
革
が
継
続
し
て
行
わ
れ
た
か
ら
で
あ

る）
21
（

。
徐
佳
貴
の
研
究
は
、
温
州
府
に
お
け
る
文
教
改
革
の
動
き
が
政
変

前
後
を
通
し
て
明
確
な
連
続
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
わ
け
だ

が
、
変
法
運
動
期
に
お
い
て
激
し
い
対
立
の
存
在
し
た
湖
南
省
に
お
い

て
も
、
政
変
を
経
て
も
な
お
改
革
継
続
を
望
む
声
が
存
在
し
て
い
た
。

本
書
で
も
政
変
後
に
改
革
の
継
続
を
訴
え
た
報
刊
と
し
て
登
場
す
る

『
中
外
日
報
』
で
あ
る
が
、
そ
の
光
緒
二
十
四
年
十
二
月
初
三
日
号
に
、

湖
南
の
『
湘
学
報
』
が
新
任
学
政
呉
樹
梅
の
も
と
で
再
開
さ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
と
い
う
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る）

22
（

。『
湘
学
報
』
は
光
緒

二
十
三
年
三
月
に
当
時
の
湖
南
学
政
江
標
が
学
政
衙
門
の
機
関
誌
と
し

て
新
知
識
の
普
及
を
目
的
に
創
刊
し
た
報
刊
で
、
も
と
も
と
は
中
央
政

府
の
求
め
る
改
革
の
範
囲
、
つ
ま
り
洋
務
運
動
期
以
来
の
改
革
の
方
針

を
堅
持
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
光
緒
二
十
三
年
末
に
湖
南
学
政

が
康
有
為
の
影
響
を
強
く
受
け
た
徐
仁
鋳
に
交
代
す
る
と
、『
湘
学
報
』

も
康
有
為
の
学
説
を
積
極
的
に
宣
伝
す
る
報
刊
に
姿
を
変
え
た）

23
（

。
む
ろ

ん
『
湘
学
報
』
が
政
変
後
に
再
開
さ
れ
た
と
の
事
実
は
な
い
が
、
こ
の

よ
う
な
話
が
出
て
き
た
こ
と
自
体
、
湖
南
に
お
い
て
も
改
革
継
続
を
期

待
す
る
輿
論
が
存
在
し
、『
中
外
日
報
』
も
そ
れ
を
後
押
し
し
よ
う
と

し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
し
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
当
時
の
政
治
情

勢
か
ら
判
断
し
て
、
再
開
が
期
待
さ
れ
た
の
は
、
徐
仁
鋳
が
学
政
に
就

任
し
た
後
の
も
の
で
は
な
く
、
江
標
時
代
の
『
湘
学
報
』
で
あ
っ
た
こ

と
は
間
違
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
近
代
中
国
に
お
い
て
洋
務
運
動
期
か
ら
光
緒
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新
政
期
に
か
け
て
、
一
貫
し
た
改
革
へ
の
潮
流
が
存
在
し
た
と
想
定
す

る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
か
ら
の
中
国
近
代
史
研
究
に
お
い
て

は
、
こ
の
よ
う
な
連
続
性
を
議
論
や
人
脈
な
ど
様
々
な
面
か
ら
掘
り
起

こ
す
分
析
が
増
加
す
る
と
思
わ
れ
る
。
戊
戌
変
法
史
研
究
に
お
い
て

は
、
改
革
派
内
部
に
も
様
々
な
考
え
の
相
違
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、

本
書
が
行
っ
た
よ
う
な
分
析
を
中
央
の
政
治
過
程
の
み
で
は
な
く
様
々

な
領
域
で
行
う
と
と
も
に
、
戊
戌
変
法
の
位
置
づ
け
を
、
前
後
の
断
絶

の
み
で
は
な
く
連
続
性
に
注
目
し
て
考
え
て
い
く
こ
と
が
重
要
だ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
な
研
究
に
よ
っ
て
こ
そ
、
戊
戌
変
法
が
「
康
党
」
と
は

政
治
的
、
思
想
的
に
も
距
離
の
あ
る
人
物
を
ま
き
こ
み
、
ま
た
地
方
に

ま
で
影
響
を
与
え
つ
つ
大
き
な
「
運
動
」
と
な
っ
た
こ
と
の
必
然
性
が

理
解
さ
れ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

最
後
に
や
や
意
見
を
述
べ
て
お
け
ば
、
本
書
で
は
大
量
の
報
刊
が
引

用
さ
れ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
論
説
の
内
容
の
み
に
注
目
し
て
そ
の
背

後
に
あ
る
報
刊
の
事
情
に
つ
い
て
考
察
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
あ

る
。
第
四
章
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
『
湘
学
報
』
に
つ
い
て
は
、
上

文
で
紹
介
し
た
よ
う
に
湖
南
学
院
が
発
行
す
る
報
刊
で
あ
り
、
し
か
も

光
緒
二
十
三
年
三
月
に
創
刊
さ
れ
た
際
は
、
意
識
的
に
政
治
的
議
論
と

は
距
離
を
置
き
、
洋
務
運
動
期
以
来
の
改
革
の
あ
り
方
を
堅
持
す
る
方

針
を
と
っ
て
い
た
。
学
政
が
江
標
か
ら
徐
仁
鋳
に
交
代
す
る
と
と
も

に
、『
湘
学
報
』
は
康
有
為
学
説
の
強
い
影
響
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に

な
る
。『
湘
学
報
』
の
性
格
の
変
化
が
持
つ
意
味
を
考
え
る
際
、
こ
れ

が
学
政
衙
門
の
機
関
誌
と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
重
要
な
意
味

を
持
つ
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
学
政
は
地
方
に
お
い
て
一
省
の
文
衡
を
掌

る
文
教
面
の
責
任
者
で
あ
り
、
そ
の
学
問
的
傾
向
は
、
省
内
士
子
の
科

挙
に
お
け
る
成
功
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
張
之
洞
や

湖
南
の
保
守
派
が
『
湘
学
報
』
の
変
化
を
非
常
に
重
視
し
た
背
景
と
し

て
、
そ
の
学
政
衙
門
機
関
誌
と
し
て
の
性
質
は
無
視
で
き
な
い
。

ま
た
第
六
、七
章
は
十
九
世
紀
最
末
期
の
官
紳
輿
論
研
究
と
し
て
も

優
れ
た
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
う
で
あ
る
だ
け
に
こ
こ
で
と
り
あ

げ
ら
れ
て
い
る
『
国
聞
報
』、『
中
外
日
報
』、『
新
聞
報
』
及
び
『
申

報
』
と
い
っ
た
報
刊
に
つ
い
て
、
そ
の
経
営
方
針
や
論
説
執
筆
者
な
ど

に
ほ
と
ん
ど
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
点
は
、
や
は
り
不
足
に
感
じ

ら
れ
た
。『
中
外
日
報
』
に
つ
い
て
い
え
ば
、
本
書
で
扱
わ
れ
て
い
る

期
間
に
経
営
権
が
曾
広
銓
の
手
か
ら
も
と
も
と
の
創
刊
者
で
あ
る
汪
康

年
の
も
と
に
戻
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る）

24
（

。
そ
れ
で
は
こ
の
よ

う
な
変
動
は
、『
中
外
日
報
』
の
論
説
内
容
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の

か
ど
う
か
。
ま
た
汪
康
年
、
実
際
に
経
営
に
あ
た
っ
た
弟
の
汪
詒
年
は

変
法
運
動
に
積
極
的
に
関
わ
っ
た
著
名
な
改
革
派
で
あ
り
、
そ
の
経
営

す
る
『
中
外
日
報
』
も
、「
康
党
」
以
外
の
改
革
派
に
よ
る
政
変
後
の
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ど
こ
ま
で
及
ん
で
い
る
の
か
、
地
方
に
お
い
て
「
康
党
」
は
ど
の
よ
う

に
迎
え
ら
れ
た
の
か
、
こ
れ
を
中
国
各
地
や
海
外
の
華
僑
社
会
に
ま
で

視
野
を
広
げ
て
考
察
す
る
こ
と
は
、
意
味
の
あ
る
課
題
だ
と
思
う）

26
（

。

と
も
か
く
、
本
書
は
最
近
の
中
国
に
お
け
る
戊
戌
変
法
史
研
究
及
び

中
国
近
代
政
治
史
研
究
を
代
表
す
る
す
ぐ
れ
た
成
果
で
あ
る
こ
と
は
間

違
い
な
い
。
こ
の
分
野
は
最
近
の
日
本
の
学
界
に
お
い
て
非
常
に
手
薄

な
分
野
で
あ
る
が
、
本
評
に
よ
っ
て
中
国
の
す
ぐ
れ
た
研
究
と
の
対
話

が
す
こ
し
で
も
進
む
こ
と
を
祈
念
し
て
し
め
く
く
り
と
し
た
い
。

社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
五
月
、
四
〇
〇
頁

注

 

（
1
）
黄
彰
健
の
研
究
と
は
、
黄
彰
健
「
論
光
緒
丁
酉
戊
戌
湖
南
新
旧
党
争
」、

（
黄
氏
『
戊
戌
変
法
史
研
究
』
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、

一
九
七
〇
年
）。 

 
（
2
）
陳
寅
恪
「
読
呉
其
昌
撰
梁
啓
超
伝
書
後
」（
陳
氏
『
寒
柳
堂
集
』
上
海

古
籍
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
）
一
四
八
―
一
四
九
頁
。 

 
（
3
）
村
尾
進
「
万
木
森
々
―
『
時
務
報
』
時
期
の
梁
啓
超
と
そ
の
周
辺
―
」、

（
狭
間
直
樹
編
『
共
同
研
究　

梁
啓
超
―
西
洋
近
代
思
想
受
容
と
明
治
日

本
―
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
九
年
）。 

 

（
4
）
中
華
人
民
共
和
国
成
立
後
に
お
け
る
戊
戌
変
法
史
研
究
の
状
況
に
つ
い

て
は
、
馬
忠
文
に
よ
る
研
究
史
整
理
を
参
照
。
馬
忠
文
「
二
〇
世
紀
九
〇

主
張
と
み
な
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
他
の
報
刊
の

主
筆
は
ど
の
よ
う
な
社
会
的
背
景
を
持
っ
た
人
物
で
、
彼
ら
の
政
局
へ

の
見
方
は
ど
の
よ
う
な
人
々
の
立
場
を
反
映
し
て
い
る
の
か
。
こ
の
辺

り
に
つ
い
て
報
刊
研
究
の
成
果
を
よ
り
多
く
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
本
書
の
議
論
を
よ
り
立
体
的
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な

い
か
と
思
う）

25
（

。

ま
た
本
書
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
第
四
章
の
湖
南
省
を
除

け
ば
基
本
的
に
北
京
、
上
海
と
い
う
政
治
と
文
化
の
中
心
地
に
お
け
る

事
例
で
あ
る
。
当
時
に
お
い
て
は
首
都
北
京
や
文
化
的
先
進
地
で
あ
る

上
海
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
多
く
の
地
方
で
改
革
へ
む
け
た
動
き
が
存

在
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
地
域
に
お
け
る
動
向
に
つ
い
て
、
ど
こ
ま
で

「
康
党
」
と
そ
れ
以
外
の
改
革
派
と
い
う
図
式
を
当
て
は
め
る
こ
と
が

で
き
る
か
ど
う
か
は
、
別
に
検
討
が
必
要
な
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
陝

西
で
は
康
有
為
の
影
響
を
強
く
受
け
た
劉
古
愚
に
よ
っ
て
積
極
的
に
新

知
識
の
受
容
が
図
ら
れ
た
が
、
上
文
で
徐
佳
貴
の
研
究
を
引
い
て
説
明

し
た
よ
う
に
、
浙
江
で
は
康
有
為
学
説
の
影
響
や
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ひ

き
お
こ
さ
れ
た
対
立
も
目
立
た
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
地
域
ご
と

に
「
康
党
」
の
影
響
の
度
合
い
は
異
な
る
。
こ
の
問
題
は
む
ろ
ん
本
書

で
著
者
が
取
り
組
ん
だ
課
題
の
外
に
あ
る
も
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
戊
戌

変
法
期
の
各
地
に
お
け
る
改
革
の
進
行
に
お
い
て
「
康
党
」
の
影
響
が
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年
代
以
来
的
戊
戌
変
法
史
研
究
述
評
」（
中
国
社
会
科
学
院
近
代
史
研
究

所
政
治
史
研
究
室
編
『
晩
清
政
治
史
研
究
的
検
討
―
問
題
与
前
瞻
―
』
社

会
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
）、
同
「
戊
戌
変
法
史
研
究
」（
崔
志

海
等
著
『
当
代
中
国
晩
清
政
治
史
研
究
』
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、

二
〇
一
七
年
）。
後
者
の
著
者
が
馬
氏
だ
と
い
う
の
は
、
同
書
の
「
前
言
」

（
五
頁
）
に
よ
る
。 

 

（
5
）
黄
彰
健
「
康
有
為
『
戊
戌
奏
稿
』
辨
偽
、
並
論
今
伝
康
戊
戌
以
前
各
次

上
書
是
否
与
当
時
逓
呈
原
件
内
容
相
合
」（
前
掲
黄
氏
『
戊
戌
変
法
史
研

究
』）。 

 

（
6
）
例
え
ば
孔
祥
吉
「『
戊
戌
奏
稿
』
的
改
簒
及
其
原
因
」、
同
「
康
有
為
戊

戌
年
変
法
奏
議
考
訂
」（
と
も
に
胡
縄
武
主
編
『
戊
戌
維
新
運
動
史
論
集
』

湖
南
人
民
出
版
社
、
一
九
八
三
年
）、
同
『
康
有
為
変
法
奏
議
研
究
』（
遼

寧
教
育
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）、
同
編
著
『
康
有
為
変
法
奏
章
輯
考
』

（
北
京
図
書
館
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）。 

 

（
7
）
例
え
ば
廖
梅
『
汪
康
年
―
従
民
権
論
到
文
化
保
守
主
義
―
』（
上
海
古

籍
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）、
茅
海
建
『
戊
戌
変
法
的
另
面
―
『
張
之
洞

案
』
閲
読
筆
記
―
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
）、
馬
忠
文

『
晩
清
人
物
与
史
事
』（
北
京
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
）、
同
『
栄

禄
与
晩
清
政
局
』（
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）
等
が
あ
る
。 

 

（
8
）
保
守
派
を
論
じ
た
研
究
は
、
湖
南
の
そ
れ
を
論
じ
る
研
究
が
多
い
。
例

え
ば
竹
内
弘
行
「
王
先
謙
の
保
守
思
想
―
変
法
運
動
期
の
学
術
と
思
想
を

中
心
と
し
て
―
」（『
中
国
哲
学
論
集
』
第
三
号
、
一
九
七
七
年
）、
拙
稿

「
光
緒
戊
戌
年
に
お
け
る
反
変
法
活
動
の
意
味
」（『
史
林
』
第
九
三
巻
第
六

号
、
二
〇
一
〇
年
）、
羅
志
田
「
近
代
湖
南
区
域
文
化
与
戊
戌
新
旧
之
争
」、

同
「
思
想
観
念
与
社
会
角
色
的
錯
位
―
王
先
謙
、
葉
徳
輝
与
戊
戌
前
後
湖

南
新
旧
之
争
―
」（
と
も
に
羅
氏
『
道
出
於
二
―
過
渡
時
代
的
新
旧
之
争
―
』

北
京
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
）、
藤
谷
浩
悦
「
湖
南
省
の
改
革
の

展
開
と
挫
折
―
時
務
学
堂
・
南
学
会
・
保
衛
局
を
中
心
に
―
」（
藤
谷
氏

『
戊
戌
政
変
の
衝
撃
と
日
本
―
日
中
聯
盟
論
の
模
索
と
展
開
―
』研
文
出
版
、

二
〇
一
五
年
）
等
。 

 

（
9
）
戊
戌
変
法
の
過
程
に
お
け
る
康
有
為
の
地
位
を
い
か
に
と
ら
え
る
か
と

い
う
点
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
に
か
け
て
論

争
が
行
わ
れ
て
い
る
（
そ
の
お
お
よ
そ
に
つ
い
て
は
、
前
掲
馬
忠
文

「
二
〇
世
紀
九
〇
年
代
以
来
的
戊
戌
変
法
史
研
究
述
評
」
二
八
九
―

二
九
二
頁
を
参
照
）。
ま
た
例
え
ば
康
有
為
『
我
史
』
や
梁
啓
超
『
戊
戌

政
変
記
』
な
ど
、
こ
れ
ま
で
戊
戌
変
法
史
研
究
の
根
本
史
料
と
さ
れ
て
き

た
著
作
に
つ
い
て
、
そ
の
成
書
の
過
程
や
政
治
的
目
標
、

案
史
料
と
の

対
照
な
ど
の
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。『
我
史
』
に
つ
い
て
は
、
茅
海
建

『
従
甲
午
到
戊
戌
―
康
有
為
『
我
史
』
鑒
注
―
』（
三
聯
書
店
、
二
〇
〇
九

年
）、
馬
忠
文
「
康
有
為
自
編
年
譜
的
成
書
時
間
及
相
関
問
題
」（
前
掲
馬

氏
『
晩
清
人
物
与
史
事
』）
が
、『
戊
戌
政
変
記
』
に
つ
い
て
は
、
狭
間
直

樹
「
梁
啓
超
『
戊
戌
政
変
記
』
成
書
考
」（『
近
代
史
研
究
』
一
九
九
七
年

第
四
期
）、
戚
学
民
「『
戊
戌
政
変
記
』
的
主
題
及
其
与
時
事
的
関
係
」

（『
近
代
史
研
究
』
二
〇
〇
一
年
第
五
期
）、
同
「『
戊
戌
政
変
記
』
八
巻
本

作
年
補
正
」（『
史
学
月
刊
』
二
〇
〇
三
年
第
二
期
）、
湯
志
鈞
「
近
代
史

研
究
与
版
本
校
勘
、

案
求
索
―
『
戊
戌
政
変
記
』
最
早
刊
発
的
両
種
期

刊
」（『
歴
史

案
』
二
〇
〇
六
年
第
二
期
）
等
が
あ
る
。
ま
た
公
車
上
書

な
ど
、「
康
党
」
に
よ
る
戊
戌
変
法
史
の
枠
組
み
に
と
っ
て
重
要
な
ト
ピ
ッ

ク
と
な
っ
て
い
る
事
件
に
つ
い
て
、
主
に

案
史
料
を
用
い
た
実
証
に
よ

り
、「
康
党
」
に
よ
る
叙
述
を
相
対
化
し
よ
う
と
い
う
試
み
も
存
在
し
て

い
る
。
公
車
上
書
に
つ
い
て
は
、
茅
海
建
「「
公
車
上
書
」
考
証
補
」、
同

「「
公
車
上
書
」
考
証
再
補
」（
と
も
に
茅
氏
『
戊
戌
変
法
史
事
考
二
集
』

三
聯
書
店
、
二
〇
一
一
年
）。
茅
海
建
の
論
文
を
中
心
と
す
る
近
年
の
公

車
上
書
に
関
す
る
論
争
は
、「
二
〇
世
紀
九
〇
年
代
以
来
的
戊
戌
変
法
史

研
究
述
評
」
二
九
二
―
二
九
三
頁
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

（
10
）
例
え
ば
中
国
の
学
界
に
お
い
て
最
近
多
く
の
研
究
成
果
が
世
に
出
さ
れ
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て
い
る
読
書
史
の
分
野
に
お
い
て
は
、
章
清
『
清
季
民
国
時
期
的
「
思
想

界
」
―
新
型
伝
播
媒
介
的
浮
現
与
読
書
人
新
的
生
活
形
態
―
』（
社
会
科

学
文
献
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
）、
同
『
会
通
中
西
―
近
代
中
国
知
識
転

型
的
基
調
及
其
変
奏
―
』（
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇
一
九
年
）、
潘

光
哲
『
晩
清
士
人
的
西
学
閲
読
史
（
一
八
三
三
〜
一
八
九
八
）』（
鳳
凰
出

版
社
、
二
〇
一
九
年
修
訂
本
。
初
版
は
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
、

二
〇
一
四
年
）、
同
『
創
造
近
代
中
国
的
「
世
界
知
識
」』（
社
会
科
学
文

献
出
版
社
、
二
〇
一
九
年
）
な
ど
が
あ
る
。 

 

（
11
）
呉
廷
嘉
『
戊
戌
思
潮
縦
横
論
』（
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、
一
九
八
八

年
）
三
八
一
―
四
二
五
頁
。 

 

（
12
）
戴
海
斌
『
晩
清
人
物
叢
考
』（
三
聯
書
店
、
二
〇
一
八
年
）。
戴
氏
の
著

書
に
つ
い
て
は
、『
中
国
研
究
月
報
』
第
七
三
巻
九
号
（
二
〇
一
九
年
）

掲
載
の
拙
評
を
参
照
。 

 

（
13
）
厳
修
自
訂
、
高
凌

補
、
厳
仁
曾
増
編
、
王
承
礼
輯
注
、
張
平
宇
参
校

『
厳
修
年
譜
』（
斉
魯
書
社
、
一
九
九
〇
年
）
一
〇
一
―
一
〇
四
頁
。 

 

（
14
）
朱
寿
朋
編
『
光
緒
朝
東
華
録
』（
中
華
書
局
、
一
九
五
八
年
）
第
四
冊
、

四
〇
〇
七
頁
。 

 

（
15
）『
光
緒
朝
東
華
録
』
第
四
冊
、
四
〇
二
四
―
四
〇
二
六
頁
。 

 

（
16
）
宋
伯
魯
に
よ
っ
て
代
奏
さ
れ
た
康
有
為
の
上
奏
は
、
前
掲
孔
祥
吉
編
著

『
康
有
為
変
法
奏
章
輯
考
』
二
四
六
―
二
四
八
頁
、
二
八
二
―
二
八
六
頁
。 

 

（
17
）
戊
戌
変
法
期
に
お
け
る
科
挙
改
革
に
つ
い
て
は
、
王
徳
昭
『
清
代
科
挙

制
度
研
究
』（
香
港
中
文
大
学
出
版
社
、
一
九
八
二
年
）
二
二
七
―

二
三
四
頁
、
関
暁
紅
『
科
挙
停
廃
与
近
代
中
国
社
会
（
修
訂
本
）』（
社
会

科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
）
四
二
―
五
七
頁
な
ど
を
参
照
。 

 

（
18
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
王
徳
昭
『
清
代
科
挙
制
度
研
究
』
一
七
六
―

一
七
八
頁
、
関
暁
紅
『
科
挙
停
廃
与
近
代
中
国
社
会
（
修
訂
本
）』
二
二
―

三
三
頁
を
参
照
。 

 

（
19
）
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
指
摘
は
、
評
者
以
外
に
も
前
掲
藤
谷
浩
悦
『
戊

戌
政
変
の
衝
撃
と
日
本
―
日
中
聯
盟
論
の
模
索
と
展
開
―
』
八
―
一
七
頁

に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。 

 

（
20
）
例
え
ば
徐
佳
貴
「
維
新
、
経
世
与
士
人
辦
報
―
以
杭
州
『
経
世
報
』

（
一
八
九
七
―
一
八
九
八
）
為
個
案
再
論
維
新
報
刊
史
―
」（『
新
史
学
』

（
台
北
）
第
二
七
巻
第
二
期
、
二
〇
一
六
年
）、
拙
稿
「
十
九
世
紀
末
に
お

け
る
浙
江
士
人
の
学
会
活
動
」（『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』
第

四
一
号
、
二
〇
一
七
年
）。 
 

（
21
）
徐
佳
貴
『
郷
国
之
際
―
晩
清
温
州
府
士
人
与
地
方
知
識
転
型
―
』（
復

旦
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
）
一
五
三
―
二
四
二
頁
。 

 

（
22
）『
中
外
日
報
』
光
緒
二
十
四
年
十
二
月
初
三
日
、「
外
埠
新
聞
（
湖
南
）・

接
辦
『
湘
学
報
』」。 

 

（
23
）『
湘
学
報
』
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
湘
学
報
』
的
経
営
、
流
通
以
及
其

在
維
新
運
動
史
上
的
位
置
」（『
新
史
学
』（
台
北
）
第
三
〇
巻
第
一
期
、

二
〇
一
九
年
）
を
参
照
。 

 

（
24
）
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
前
掲
廖
梅
『
汪
康
年
―
従
民
権
論
到
文
化
保
守

主
義
―
』
二
三
九
―
二
四
四
頁
を
参
照
。 

 

（
25
）
な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
著
者
自
身
が
各
報
刊
の
政
変
後
の
政
局
へ

の
対
応
を
個
別
論
文
の
か
た
ち
で
発
表
し
て
お
り
、
本
書
よ
り
詳
し
い
説

明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
賈
小
葉
「『
国
聞
報
』
与
戊
戌
―
己
亥
政
局
的
変

動
」（『
天
津
社
会
科
学
』
二
〇
一
六
年
第
三
期
）、
同
「『
新
聞
報
』
与
戊

戌
己
亥
政
局
的
変
動
」（『
広
東
社
会
科
学
』
二
〇
一
七
年
第
一
期
）、
同

「『
中
外
日
報
』
与
戊
戌
己
亥
政
局
」（『
安
徽
大
学
学
報
（
哲
学
社
会
科
学

版
）』
二
〇
一
八
年
第
二
期
）、
同
「
戊
戌
―
己
亥
政
局
中
的
『
申
報
』」

（『
晋
陽
学
刊
』
二
〇
一
九
年
第
五
期
）。 

 

（
26
）
日
本
の
華
僑
社
会
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
前
掲
藤
谷
浩
悦
『
戊
戌
政
変

の
衝
撃
と
日
本
―
日
中
聯
盟
論
の
模
索
と
展
開
―
』
が
あ
る
。

（
や
お
た
に　

あ
き
よ
し　

台
湾
慈
済
大
学
東
方
語
文
学
系
副
教
授
）




